
議案第 12 号 

                                    

   桐生市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例案 

                                    

 桐生市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。 

                                    

平成 29 年 2 月 20 日提出 

                      

桐生市長 亀 山 豊 文   



桐生市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

 

桐生市小口資金融資促進条例(昭和 30年桐生市条例第22号)の一部を次のように

改正する。 

第7条の見出し中「保証義務」を「保証業務」に改める。 

附則第2項中「平成29年3月31日」を「平成30年3月31日」に改める。 

附則第 4項中「平成 27年度」を「平成 28 年度」に、「平成 28 年 4月 1日」を

「平成 29年 4月 1日」に、「平成 29年 3月 31日」を「平成 30年 3月 31日」に

改める。 

附則第6項中「第3条第1項」を「第3条第1項第3号」に改める。 

附 則 

この条例は、平成 29 年 4 月 1 日から施行し、改正後の附則第 6 項の規定は、平

成28年4月1日から適用する。 



議 案 説 明 

 

議案第 12 号 桐生市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例案 

                                    

 県市協調制度である小口資金の借換制度及び貸付期間延長特例措置を平成

29 年度も継続実施するため、所要の改正を行おうとするものです。 


